
                               

                     

 
議案第３号 

 

 

文化財の指定について  
 

このことについて、別紙のとおり指定することとする。 

 

（提案理由） 

  文化財の指定については、熊本県文化財保護条例第４条第１項、第３５条第

１項及び熊本県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則第２条第

１項第１８号の規定により、教育委員会に付議する必要があるため。 

                                 

 

 

 

参考：関係法令条項 

●熊本県文化財保護条例（昭和５１年熊本県条例第４８号） 

（指定） 

第４条 教育委員会は、県の区域内に存する有形文化財（法第２条第１項第１号で規定す

る有形文化財をいい、法第２７条第１項の規定により重要文化財に指定されたもの

を除く。以下同じ。）のうち、県民にとって重要なものを熊本県指定重要文化財（以

下「県重要文化財」という。）に指定することができる。 

２～６（略） 

第３５条 教育委員会は、県の区域内に存する記念物(法第２条第１項第４号で規定する記

念物をいい、法第１０９条第１項の規定により史跡、名勝又は天然記念物に指定され

たものを除く。)のうち、県民にとって重要なものを熊本県指定史跡、熊本県指定名

勝又は熊本県指定天然記念物(以下「県史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定す

ることができる。 

２（略） 

 

 

 ●熊本県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則（平成２０年熊本県教育委員

会規則第５号） 

   （委任） 

  第２条 教育委員会は、次に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に 

   委任する。 

   （１）～（１７）（略） 

（１８）文化財の指定 

（１９）～（２５）（略） 

２（略） 
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文審第１号  

令和６年（２０２４年）２月８日  

 

熊本県教育長 

白石 伸一 様 

 

                    熊本県文化財保護審議会   

                 会長 山尾 敏孝      

 

   文化財の県指定答申について（答申） 

 令和６年（２０２４年）２月７日付け教文第２２５８号で諮問のありました

このことについて、令和６年（２０２４年）２月８日に開催の熊本県文化財保

護審議会において慎重審議いたしました結果、下記物件１・２を熊本県文化財

保護条例（昭和５１年熊本県条例第４８号）第４条第１項により重要文化財

に、下記物件３を同第３５条第２項により名勝に指定するよう答申します。 

 

記 

 

物件１ 

  名  称：中山手永における石橋群 附 石碑２基 

  指定種別：熊本県指定重要文化財（建造物） 

  答申理由：熊本県文化財指定及び選定基準 第１重要文化財 １建造物

（２）、（３）ウ 

 

物件２ 

  名  称：野原八幡宮祭事簿 

  指定種別：熊本県指定重要文化財（古文書） 

  答申理由：熊本県文化財指定及び選定基準 第１重要文化財 ３書籍、典

籍、古文書類（４）ア 

 

物件３ 

  名  称：鹿目の滝 

  指定種別：熊本県指定名勝 

  答申理由：熊本県文化財指定及び選定基準 第５名勝（２） 

写 
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調書 

下益城郡美里町・宇城市「中山手永における石橋群 附 石碑２基」の県重要文化財指定について 

名   称 中山手永における石橋群 附 石碑２基 

（なかやまてながにおけるいしばしぐん つけたり せきひにき） 

員   数 １ 

種   別 重要文化財（建造物） 

指定理由 熊本県文化財指定及び選定基準 第１－１（２）、（３）ウ 

申 請 者 美里町教育委員会・宇城市教育委員会 

所 在 地 下益城郡美里町今・小筵、宇城市豊野町糸石・山崎 

所 有 者 美里町・宇城市 

概   要 

 

 

 中山手永における石橋群は、下益城郡美里町及び宇城市に位置する。石橋群は、馬
ま

 

門
かど

橋
ばし

・二俣渡
ふたまたわたし

・二俣福良渡
ふたまたふくらわたし

（以上、美里町）、三由橋
みつよせばし

・山崎橋
やまさきばし

・薩摩渡
さつまわたし

（以上、 

宇城市）の６基からなる。 

石橋群が位置する中山手永
なかやまてなが

は、旧下益城郡豊野町と旧下益城郡中央町を範囲とした 

手永で、宇土・八代から砥用・矢部や御船へ繋がる往還
おうかん

等が通る交通の要衝であっ 

た。しかしその一方で、手永内には所々に谷や川が走り河川増水の度に人馬の通行に苦 

慮する地域でもあった。永青文庫所蔵『町在
まちざい

』にある「御内意之
ご な い い の

覚
おぼえ

」によると、 

中山手永の惣庄屋であった小山
こやま

喜十郎
きじゅうろう

は、人馬の往来を改善することを目的として文
ぶん

政
せい

11 年（1828 年）から天保
てんぽう

３年（1832 年）に６基の石橋と１基の荒子橋
あらこばし

を架橋し 

た。５年の工事期間にかかった経費は 33 貫目、人夫は延べ 30,517 人である。架橋 

後、手永内の往来は改善され物流も盛んになったとされる。現在は７基造られた橋の 

うち６基が現地に残っている。 

 石橋は、いずれも阿蘇溶結
あそようけつ

凝灰岩
ぎょうかいがん

を用いて造られた石造
せきぞう

単
たん

アーチ橋
きょう

である。壁
かべ

石
いし

 

は基本乱積
らんづ

みであるが、馬門橋や二俣渡、二俣福良渡にみられる嵩上部は布積
ぬのづ

みであ 

る。なお、各橋とも嵩上がなされた時期は不明である。 

 馬門橋は、『町在』によると石橋群の中で最も早く備前石工の茂
も

吉
きち

と勘五郎
かんごろう

によっ 

て造られた。橋長 27.0ｍ、幅員 3.0ｍ、スパン 11.4ｍ、ライズ 5.9ｍ、スパンライズ 

比 0.52 である。高欄
こうらん

の笠
かさ

石
いし

には石材同士を連結させるためと考えられる枘穴
ほぞあな

が穿
うが

た 

れている。そのほか、橋の東側には石工名等とともに「車一切通扁可ら須
くるまいっさいとおるべからず

」と記した石 

碑が残る。 

 二俣渡は橋長 27.0ｍ、幅員 3.3ｍ、スパン 16.35ｍ、ライズ 5.45ｍ、スパンライズ 

比 0.33 である。右岸下流側は二俣福良渡と接続しており、接続部付近の壁石には袖
そで

 

石
いし

垣
がき

が見られる。二俣渡と二俣福良渡は河川が合流する箇所に造られており、２つの 

橋を上から見るとＬ字型に並ぶ。 
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二俣福良渡は橋長 27.0ｍ、幅員 2.5ｍ、スパン 15.3ｍ、ライズ 5.8ｍ、スパンライズ

比 0.38 である。下流側の壁石下部には二俣渡と共通する袖石垣が見られる。なお、 

この橋は平成 28年熊本地震で被災し、平成 28年（2016年）から 29年（2017年）にか 

けて解体修理が行われた。 

 三由橋は橋長 21.6ｍ、幅員 3.2ｍ、スパン 12.7ｍ、ライズ 3.9ｍ、スパンライズ比 

0.31である。左岸上流側の壁石には袖石垣がみられる。 

 山崎橋は橋長 25.0ｍ、幅員 3.6ｍ、スパン 13.55ｍ、ライズ 3.9ｍ、スパンライズ比 

0.29 である。上流側には袖石垣の一種で通潤橋にも見られる鞘
さや

石
いし

垣
がき

が採用されてい 

る。また、慶応
けいおう

２年（1866年）には、南山崎
みなみやまさき

在住の石工茂
も

左
ざ

ヱ門
えもん

と彦
ひこ

左
ざ

ヱ門
えもん

により手 

摺（高欄）が設置された。橋の西側には手摺を設置した石工名等とともに「車一切通
くるまいっさいとおる

 

扁加良須
べ か ら ず

」と記した石碑が残る。 

 薩摩渡は、『町在』によると当初は簡素な荒子橋であったが、現在残る橋は石橋で 

ある。橋長 16.2ｍ、幅員 3.4ｍ、スパン 9.6ｍ、ライズ 5.0ｍ、スパンライズ比 0.54 

で、右岸上流側の壁石下部には袖石垣がみられる。荒子橋から石橋に架け替えられた 

時期は不明であるが、一部残存する架橋当時のものと考えられる壁石の積み方などか 

ら、江戸時代末から明治時代初め頃には石橋に架け替えられていたと考えられる。 

 このように中山手永における石橋群は、『町在』などの古文書から架橋年代が明ら 

かなだけでなく、交通インフラ整備の一環として江戸時代末期に熊本藩の手永によっ 

て当地に一括して架橋されたことが分かる。さらには、古文書に記載がある橋のうち 

６基が現在も良好に現地に残る非常に稀な文化財である。石橋自体を見ても使用する 

石材の加工技術が未熟であることから県内でも初期段階の石橋ととらえることがで 

き、自然石を用いた乱積みの壁石や簡素な高欄など熊本系の石橋の特徴を有してい 

る。そのほか、スパンライズ比が 0.3 から 0.5 程度と比較的小さく高い技術を持った 

石工が架橋に関わったことがうかがえる。また、橋に関連する石碑が残ることも重要 

である。 

 以上より、中山手永における石橋群の文化財としての価値は極めて高く、県重要文 

化財に指定して保護を図るものである。あわせて石橋に関連する石碑２基も附として 

指定する。 

主要参考

文献 

下田 曲水編 1964『砥用町史』 砥用町 

中央町史編さん委員会編 1977『町誌中央』 中央町 

太田 静六編 1979『眼鏡橋・西洋建築』―九州のかたち― 西日本新聞社 

豊野村史編纂協議会編 1991『豊野村史』 豊野村 

山尾 敏孝 2007『緑川流域石橋群保存調査報告書』 熊本大学工学部構造力学研究室 

上塚 尚孝 2016『熊本の眼鏡橋３４５』 熊本日日新聞社 
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調書 

荒尾市 「野原八幡宮祭事簿」の県指定重要文化財の指定について 

名   称 野原八幡宮祭事簿（のばらはちまんぐうさいじぼ） 

員   数 1 

種   別 重要文化財（古文書） 

指定理由 熊本県文化財指定及び選定基準第１－３（４）ア 

申 請 者 荒尾市 

所 在 地 荒尾市野原 1529 

所 有 者 個人 

概   要 

 

本資料は、野原八幡宮の宮司・月田家
つ き だ け

に伝わる祭礼記録である。注目すべきはそ

の記録時間の長さで、建長 4 年（1252 年）から明治 35 年（1902 年）にいたる 651

年間におよぶ。これは全国的にも稀有な事例といえる。 

資料の形態は楮紙の竪帳
たてちょう

で、後補
こ う ほ

の渋紙
しぶかみ

表紙が付される。表紙・裏表紙を除く

丁数
ちょうすう

は 220丁
ちょう

で、最後の祭礼記録となる明治 35年の記事の後に 8丁の白紙がある

ことから、装丁
そうてい

段階では明治 35年以降も書き継ぐ見通しだったと考えられる。 

内容は野原荘全域ではなく同荘西郷
さいごう

地域を中心とする。野原八幡宮を鎮守社
ちんじゅしゃ

とし

た野原荘は石清水八幡宮寺
いわしみずはちまんぐうじ

を本家、宇佐八幡宮弥勒寺喜多院
う さ は ち ま ん ぐ う み ろ く じ き た い ん

を領家とし、弘長 2年

（1262年）の下地中分
したじちゅうぶん

によって領家（東郷
とうごう

）と地頭・小代氏（西郷）に分割された。

これにより、同資料は西郷を中心とする記録として書き継がれることとなった。 

冒頭に綴じ込まれた覚書には天文 23 年（1554 年）以前の記録を新しく書写した

と記されることから、同年以前の分はこの時に作り直されたと考えられる。覚書に

次いで祭礼記録が始まり、年ごとに祭頭人
さいとうにん

・大行事
だいぎょうじ

・小行事
しょうぎょうじ

と呼ばれる祭礼責任者

等の名前、祭礼名、負担する名
みょう

や村名等が列挙される。15 世紀半ばに村表記が出

現、17世紀末に月田氏が宮司として登場する等、記載事項には時代による変化がみ

られるが、これらは同地域における社会構造の変容を反映しているものと考えられ

る。また、祭礼記録の行間にはその時々の状況や戦乱に関する注記が記されること

がある。中世の注記は地頭一族内の相論
そうろん

・政治社会状況・戦乱等が多く、近世は少

ないながらも野原八幡宮内での相論や自然災害についての記述を確認できる。 

本資料は記録期間の長さにおいて県内に類例がなく、荘園制
しょうえんせい

から国人領主制
こくじんりょうしゅせい

、

さらに村町制
むらまちせい

・幕藩制
ばくはんせい

、そして近代へという社会の変化に対応しながら存続してき

た祭礼の記録として、学術的に大変貴重なものである。また、野原八幡宮の祭礼記

録でもあることから、令和 4 年（2022 年）にユネスコ無形文化遺産に登録された

「野原八幡宮
はちまんぐう

風流
ふうりゅう

」等の歴史的背景を知る史料としての価値をも兼ね備える。この

ことから、県重要文化財として指定し、保護をはかるものである。 

参考文献 荒尾市史編集委員会編『肥後国野原荘八幡宮祭礼史料』（荒尾市、2003年）。 

柳田快明「『野原八幡宮祭事簿』について」（春田直紀編『列島の中世地下文書』勉

誠社、2023年）。 
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調書 

人吉市「鹿目の滝」の県名勝指定について 

名   称 鹿目の滝（かなめのたき） 

員   数 １ 

種   別 名勝 

指定理由 熊本県文化財指定及び選定基準 第５（２） 

申 請 者 人吉市教育委員会 

所 在 地 人吉市鹿目町 

所 有 者 熊本県・人吉市 

概   要 

 

 

鹿目の滝は、人吉市鹿目町に位置し、球磨川水系鹿目川及びその支流に懸かる。

本滝は、雄
お

滝
だき

・雌
め

滝
だき

・平
ひら

滝
たき

の３滝からなり、別名「鹿目八重滝
か な め は え た き

」ともいわれる。 

滝に対する認識は時代によって変化が見られ、江戸時代から明治時代は雄滝のみ

を指していたようだが、その後大正時代初めには雄滝と雌滝の２つが認識される

ようになり、現在は３滝をあわせて鹿目の滝と呼称している。 

鹿目の滝は、安永
あんえい

２年（1773年）に作成された相良氏の支配領である球磨郡の

地誌を描いた絵図である『球磨絵図（写本）』に雄滝とみられる滝が紅葉とともに

鮮やかに描かれている。また、その添書
そ え が

きには「瀧の高さ四五丈計春の時分桜の

盛秋の末紅葉の時ハ見物猶常ニ増て面白しさながら錦を織るけしきに事ならす

情知らぬあらえひすも此所に来りて美歓を催さぬハなし」と書かれており、少な

くとも江戸時代中期には景勝地として認識されていたことが分かる。また、明治

32年（1899年）に刊行された人吉初の郷土紹介本である『人吉繁昌記
ひとよしはんじょうき

』には、滝

の美観を歌った詩とともに鹿目谷飛瀑
かなめだにひばく

として紹介されている。昭和 10 年（1935

年）に刊行された『郷土読本』では、雌滝を「楓の紅葉した色香を深い緑の林に

うかせて、白布を中にはさんだ姿は、優にやさしい乙女の舞姿だ。」「見上ぐれば

小龍幾十、登つて合して一體
いったい

となり、大龍の昇天するかとも思われる。」と評して

いる。以降、今日に至るまで滝に関する記述が多くみられる一方で地元小学校の

校歌にも歌われるなど、鹿目の滝は人吉・球磨地域が誇る名瀑である。 

滝が懸かる岩盤は、いずれも鹿目川玄武岩で柱状節理が発達している。また、

雄滝が懸かる断崖の下には約 250万年前の湖
こ

成層
せいそう

である人吉層上部が見られる。

シルト岩を主体とする人吉層上部は軟らかく、雄滝と雌滝には深く浸食された滝

壺が形成されている。雄滝は落差 36ｍの直瀑
ちょくばく

である。滝口
たきぐち

から滝
たき

壺
つぼ

まで柱状節

理が発達した黒色の断崖を水が一直線に流れ落ちる様子はまさに勇壮である。雌

滝は、上段落差 30ｍ、下段落差７ｍの段瀑
だんばく

である。水が２段の断崖を複雑に流れ

落ちる様は変化に富み、雄滝に対し優美な印象を与える。平滝は、落差 12ｍの

分岐瀑
ぶんきばく

である。ほかの２滝と比べると水の流れは緩やかで川幅一杯に広がりなが

ら断崖を流れ落ちる。 
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このように、鹿目の滝は近世期から熊本を代表する景勝地として知られてお

り、現在にその姿を伝えている。また、鹿目川玄武岩の崖面に発達した柱状節理

とその断崖から流れ落ちる水によって形成される風致景観は勇壮かつ優美で、雄

滝・雌滝・平滝それぞれが三様の趣を示すその観賞上の価値は極めて高い。以上

より、鹿目の滝を県名勝に指定して保護を図るものである。 

主要参考

文献 

塚脇 真二ほか 1986「人吉盆地西部における上部新生界の層序」『鹿児島大学

理学部紀要』19 鹿児島大学 

北中 康文 2006『日本の滝』② 山と渓谷社 

林 智洋ほか 2008「曲げ摺曲の事例―人吉盆地の地質教材開発―」『熊本大学教

育学部紀要』第 57号 熊本大学 
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１ 重要文化財（建造物） 中山手永における石橋群 附 石碑２基

（１）所在地 上益城郡美里町・宇城市

（２）所有者 美里町・宇城市

（３）年代 文政11年（1828年）～天保３年（1832年）

（４）文化財概要

・江戸時代末期に中山手永※１において一括で架橋された石橋群。

・馬門橋・二俣渡・二俣福良渡（以上、美里町）・三由橋・山崎橋・薩摩渡

（以上、宇城市）の６基からなる。

【歴史的概要】

・永青文庫所蔵『町在』によると中山手永は交通の要衝でありながら河川増水

の度に通行に苦慮する地域であったために、惣庄屋である小山喜十郎によっ

て文政11年（1828年）から天保３年（1832年）にかけて６基の石橋と１基の

荒子橋※２が架橋されたことが分かる。架橋後は、人馬の往来が改善され物

流も盛んになったとされる。

・橋７基を造るのにかかった工期は５年、経費は33貫目、人夫は延べ30,517人。

・当時造られた７基の橋のうち６基が残る。

【橋の概要】

・阿蘇溶結凝灰岩を用いて造られた石造単アーチ橋。

・壁石の積み方は乱積み。馬門橋・二俣渡・二俣福良渡にみられる後世の嵩上

部は布積み。

・使用石材の加工技術が未熟な県内初期段階の石橋。

・自然石を用いた乱積みの壁石や簡素な高欄など熊本系の石橋の特徴を有す。

・スパンライズ比が比較的小さく高い技術を持った石工が架橋に関与したこと

がうかがえる。

・各橋の概要は「表 中山手永における石橋群 附 石碑２基概要一覧」参照

【その他】

・馬門橋と山崎橋には隣接して関連する石碑が残る。

（５）文化財の価値

・江戸時代末期に交通インフラ整備の一環として中山手永によって一括して整

備された石橋群で、古文書記載の石橋６基が群として現地に残る非常に稀な

文化財。

※１ 江戸時代の熊本藩において旧下益城郡豊野町と旧下益城郡中央町を範囲とした手永。手永とは細川家が
領地に導入した行政区画。手永の責任者が惣庄屋。

※２ 石積みの橋脚に木材を渡しただけの簡素な橋。
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N

美里町

宇城市

中山手永における石橋
群 附 石碑２基

中山手永

１

２
３

４

５

６

１山崎橋 ２三由橋 ３薩摩渡 ４二俣渡 ５二俣福良渡 ６馬門橋

N N

１

２

３

４

５

６

宇城市域拡大 美里町域拡大

中山手永の範囲と石橋の位置

3
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馬門橋 二俣福良渡（左）・二俣渡（右）

二俣渡 二俣福良渡

三由橋 山崎橋

薩摩渡 山崎橋関係石碑馬門橋関係石碑

4

中山手永における石橋群 附 石碑２基
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永青文庫所蔵『町在』御内意之覚 翻刻抜粋
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高欄

親柱

地覆

笠石

輪石 壁石

橋長

スパン（Ｌ）

ライズ（f）

束柱

石橋各部名称

【
現
在
の
橋
名
】

→

馬
門
橋

→

二
俣
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→

（
欠
）

→

三
由
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→

二
俣
福
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渡

→

山
崎
橋

→

薩
摩
渡
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２ 重要文化財（古文書） 野原八幡宮祭事簿

（１）所在地 荒尾市野原

（２）所有者 個人

（３）年代 建長４年（1252年）～明治35年（1902年）

（４）文化財概要

・野原八幡宮の祭礼記録。

・内容は中世の野原荘（現在の荒尾市・長洲町を主な領域とした荘園※３）の

うち西郷（現在の荒尾市原万田・荒尾・牛水等）地域を中心とする。

・鎌倉時代から明治時代にかけた651年間の記録。

・紙質・筆跡等の変化から長い年月にわたって書き継がれたことが分かる。

（５）文化財の価値

・鎌倉時代から明治時代まで651年間という長期にわたる県内に類例がなく、

全国的にも珍しい記録が残り、長い期間、社会の変化に対応しながら存続し

てきた祭礼の記録として貴重。

※３ 寺社などが財力によって開墾し、自分の領地とした大規模な農園のこと。

野原八幡宮祭事簿

6

けんちょう

のばらのしょう

さいごう

のばらはちまんぐうさいじぼ
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３ 名勝 鹿目の滝

（１）所在地 人吉市

（２）所有者・管理者 熊本県・人吉市

（３）指定面積 229,165.67㎡

（４）文化財概要

【全般】

・球磨川水系鹿目川及びその支流に懸かる滝群。

・雄滝・雌滝・平滝の３滝からなり、別名「鹿目八重滝」ともいわれる。

・鹿目の滝に対する認識は時代によって変化しているが、現在は３つの滝を合

わせて「鹿目の滝」と呼称する。

【歴史的概要】

・安政２年（1773年）に作成された相良氏の支配領である球磨郡の地誌を描い

た絵図である『球磨絵図（写本）』に記載がみられるなど江戸時代中期には

景勝地として認識されていた。

・その他、明治32年（1899年）に刊行された人吉初の郷土紹介本である『人吉

繁昌記』をはじめ滝に関する記述は多い。

・人吉市立西瀬小学校の校歌に歌われる。

【地質的概要】

・滝が流れる岩盤はいずれも鹿目川玄武岩で柱状節理が発達している。

・雄滝・雌滝には滝壺が形成される。

・勇壮な雄滝・優美な雌滝・川幅一杯に広がって流れ落ちる平滝と３つの滝で

三様の景色が見られる。

・各滝の概要は「表 鹿目の滝概要」参照

‘５）文化財の価値

・近世期から熊本を代表する景勝地として認識されてきた名瀑で雄滝・雌滝・

平滝それぞれが異なる趣を示し観賞上の価値は極めて高い。

7
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雄 滝
（ お だ き ）

河 川 鹿目川 地 質 鹿目川玄武岩

落 差 ３６ｍ
形 成
分 類

浸食型 形 態 直瀑

特 徴
黒色の断崖を一直線に落水する勇壮な滝
崖下には人吉層上部が見られる

雌 滝
（ め だ き ）

河 川 鹿目川支流（水路） 地 質 鹿目川玄武岩

落 差
３７ｍ

上段：３０ｍ
下段： ７ｍ

形 成
分 類

浸食型 形 態 段瀑

特 徴 ２段の崖面を水が複雑に流れ優美な印象を与える滝

平 滝
（ ひ ら た き ）

河 川 鹿目川 地 質 鹿目川玄武岩

落 差 １２ｍ
形 成
分 類

浸食型 形 態 分岐瀑

特 徴
雄滝・雌滝と比べ水の流れが緩やかで、崖面を川幅一杯に広
がって落水する滝

表 鹿目の滝概要

8

鹿目の滝位置

雌滝

雄滝

平滝

人吉市

拡大範囲
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雄滝 雌滝

平滝

9

鹿目の滝
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・Ｈ２８年は熊本地震、Ｒ３は新型コロナウイルス感
染症の影響で指定なし。

※平成28年度は熊本地震、令和3年度は新型コロナウイルス感染症の影響で指定なし。

【参考】県指定文化財答申実績（平成21年度～令和４年度）

10
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○熊本県文化財保護条例 抜粋 

(昭和 51年 3月 30日条例第 48号) 

改正 平成 17年 3月 24日条例第 31号 
 

熊本県文化財保護条例をここに公布する。 

熊本県文化財保護条例(昭和 30年熊本県条例第 20号)の全部を改正する。 

熊本県文化財保護条例 

 

第 2章 県重要文化財 

(指定) 

第 4条 教育委員会は、県の区域内に存する有形文化財(法第 2条第 1項第 1号で規定す

る有形文化財をいい、法第 27条第 1項の規定により重要文化財に指定されたものを除

く。以下同じ。)のうち、県民にとって重要なものを熊本県指定重要文化財(以下「県重

要文化財」という。)に指定することができる。 

2 前項の規定による指定をしようとするときは、教育委員会は、あらかじめ、指定しよ

うとする有形文化財の所有者及び権限に基づく占有者が存するときは、その者の同意

を得なければならない。ただし、所有者又は権限に基づく占有者が判明しない場合

は、この限りでない。 

3 第 1項の規定による指定をしようとするときは、教育委員会は、あらかじめ、熊本県

文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に諮問しなければならない。 

4 第 1項の規定による指定は、その旨を告示して行うものとする。 

5 第 1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ず

る。 

6 第 1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該重要文化財の所有者に指

定書を交付するものとする。 

 

第 5章 県史跡名勝天然記念物 

(指定) 

第 35条 教育委員会は、県の区域内に存する記念物(法第 2条第 1項第 4号で規定する記

念物をいい、法第 109条第 1項の規定により史跡、名勝又は天然記念物に指定されたも

のを除く。)のうち、県民にとって重要なものを熊本県指定史跡、熊本県指定名勝又は

熊本県指定天然記念物(以下「県史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することが

できる。 

2 前項の規定による指定には、第 4条第 2項から第 5項までの規定を準用する。 

附 則(平成 17年 3月 24日条例第 31号) 

この条例は、平成 17年 4月 1日から施行する。 
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熊本県文化財指定及び選定基準 

（昭和５１年１０月２７日） 

  

熊本県文化財保護条例第４条、第２０条、第２７条、第３５条及び第４１条に規定する

熊本県文化財の指定及び選定は、当分の間、次の基準により行う。 

第１ 重要文化財 

 １ 建造物 

  (１)国の指定文化財に準ずるもの。 

  (２)県の文化に密接な関係があるもののうち、技術的に優秀なもの、歴史的価値の高い

もの。 

  (３)保存上重点的な措置が必要なものとして、次に掲げるもの。 

    ア 鎌倉時代以前の石造塔墓で、完型または完型に近いもの。 

    イ 室町時代の石幢六地蔵で、完型または完型に近いもの。 

    ウ 江戸時代の代表的な寺社建築、民家、眼鏡橋。 

    エ 明治以降の建造物ですぐれたもの。 

 ２ 絵画、彫刻、工芸 

  (１)国の指定文化財に準ずるもの。 

  (２)県に在住した作家の手になったものですぐれたもの。 

  (３)県の絵画、彫刻、工芸史上または文化史上貴重なものですぐれたもの。 

 ３ 書跡、典籍、古文書類 

  (１)国の指定文化財に準ずるもの。 

  (２)書跡は、県の歴史に重要な関係を持つ人、または県に在住した歴史上著名な人の手

になる古筆、法帖等で価値の高いもの。 

  (３)典籍は、県の文化に密接な関係のあるもので、原本または優秀な古写本、あるいは、

歴史的系統的にまとまっているまれで重要な版本等。 

  (４)古文書類は、記録、日記、地図等を含む。  

    ア 室町時代以前の古文書類。 

    イ 江戸時代の古文書類のうち、相当数まとまっていて、県の歴史を知るうえで

史料的価値の高いもの。 

    ウ 明治以降のもので、比較的まとまっていて、県の歴史上重要なもので、かつ

散逸のおそれのあるもの。 

 ４ 考古資料 

  (１)国の指定文化財に準ずるもの。 

  (２)県内の出土品または伝世品で、県の文化史上貴重なもの。 

    ア 各時代の遺物のうち、類例がまれで学術的価値の高いもの。 

    イ 各時代の遺物のうち、標準となる典型的なもの。 
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   ウ このほか、とくに弥生時代の青銅器、石人石馬、古墳出土品のうち一括して出

土したもの等。 

 ５ 歴史資料 

  (１)国の指定文化財に準ずるもの。 

第２ 重要無形文化財 

 １ 芸能 

  (１)国の指定文化財に準ずるもの。 

  (２)音楽、舞踊、演劇その他の芸能のうち、芸術上価値の高いもの。 

  (３)県内に伝承された古武術で、本県独得の特色を持ち、その技術を正しく伝えるもの。

例えば、流鏑馬、踏水術等。 

  (４)当該芸能にともなう用具等の製作、修理等の技術で優秀なものは芸能の一部として

それらとともに指定することができる。 

 ２ 工芸技術 

(１)国の指定文化財に準ずるもの。 

  (２)県内に伝承された工芸技術のうち、器材、技法等が手工業的であり、技術上すぐれ

たものであるもの。たとえば陶芸、染色、金工、木工、漆工等。 

第３ 民俗文化財 

 １ 重要民俗文化財 

  (１)国の指定文化財に準ずるもの。 

  (２)県内の生活文化の推移を示すもので典型的なもの。 

  (３)保存上重点的な措置が必要なものとして次に掲げるもの。 

    ア 生産用具では農具、漁業用具、狩猟用具、紙すき用具、機織用具、山師、木

地師道具等。 

    イ 交通に関するものでは、かご、道標等。 

    ウ 交易に用いられるものでは、看板、鑑札、行商道具等。 

    エ 信仰に用いられるものでは、庚申塔、絵馬、むな札等。 

    オ 民俗芸能、娯楽に用いられるものでは、がん具、舞台衣しょう道具、楽器等。 

    カ 民俗文化に関するものでは、ばしょう句碑等。 

  (４)上の資料は、まとまっているものを優先し、個々のものではとくに貴重なものに限

る。 

 ２ 重要無形民俗文化財 

  (１)郷土に伝わる芸能のうち、よく伝統を保持し、すぐれたもの。たとえば練物、神事

舞、仏事舞、雨ごい踊り、人形しば居、はやし、民謡、造物等。 

  (２)衣食住、生業、信仰等日常生活に関する風俗習慣の典型的なもの。たとえば神事、

遊戯等。 

  (３)民芸品製作技術。 
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第４ 史跡 

  (１)国の指定文化財に準ずるもの。 

  (２)県の歴史の正しい理解のために欠くことのできないもので、学術上価値があるもの。 

  (３)保存上、重点的な措置が必要なものとして次に掲げるもの。 

    ア 貝づか、古代住居跡、古墳等で、よく原型を保っているもの。とくに前方後

円墳。 

    イ 役所跡、城跡、館跡、社寺跡、古戦場等のうち代表的なもの。 

    ウ 文化史上重要な貢献をした人物の墳墓で原位置にあるもの、及び住居で旧態

を比較的保っているもの。 

    エ じゅく、その他の施設で建造物の存するもの。 

    オ 街道、条里制跡、窯跡、堤防、池、用水等産業交通土木に関する遺跡で、当

時の形態を比較的保っているもの。 

    カ 庭園等で歴史上由緒深いもの。 

第５ 名勝 

  (１)国の指定文化財に準ずるもの。 

  (２)県内の自然美を代表するもの。 

  (３)すぐれた展望地点。 

  (４)人工的なものについては、芸術的または学術的価値の高いもの。 

第６ 天然記念物 

  (１)国の指定文化財に準ずるもの。 

  (２)県内に存在するまれで重要な動植物および岩石鉱物。 

    ア 個体数少なく、または滅亡にひんしている動植物のうち学術上貴重なもの。 

    イ 原生林、社そう、植物群落、動物群集等の代表的なもの、並びに老樹、名木、

巨木、奇形木、栽培植物の原木。 

    ウ 特殊な岩石、鉱物および化石の産地。 

  (３)特殊な地形、地質学的現しょうを示す場所。 

  (４)とくに貴重な動植物、岩石鉱物、化石等の標本。 

  (５)動植物の分布上の限界地、自生地、繁殖地、渡来地の主なもの。 

  (６)保護すべき天然記念物に富んだ代表的一定の区域。 

第７ 選定保存技術 

  (１)国の選定保存技術に準ずるもの。 

第８ その他（重複指定） 

 １ 記念物等（史跡、名勝、天然記念物）では同一物件を二つ以上の種別で指定するこ

とができる。その場合、名称についてはより重要な方を先に名づける。 
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